
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

春の農作業安全確認運動実施中！ 
 

４月１日から５月３１日は、春の農作業 
安全確認運動の実施期間です。安全確 

認を徹底し事故防止に努めましょう。 
〈今年のスローガン〉 
「『大丈夫』その思い込みに 

気を付けて」 
 

ＪＡえちご上越担い手通信 

R6 年産米に向けての栽培技術について    
近年、高温登熟が原因の品質・収量低下が続いており、昨年は災害レベルの高温と渇水の被害にあ

いました。常態化する異常気象下では、「高温障害リスクの増大」や「初期生育不良による中干しの遅

れ」、「後期栄養凋落」など品質・収量低下に繋がりやすい傾向にあり、細やかな管理を徹底していく必要

があります。JA では、様々な登熟障害防止対策の実証をすすめてまいります。地域全体で力を合わせ

て、品質向上・収量確保を目指しましょう。 

令和 6 年 4 月 1日発行 第 113 号 

土づくりの実践   ◎気象変動に強い、稲の登熟する能力を向上    
①堆肥・土づくり資材・籾殻の施用 

・堆肥は肥料効果、物理性の改善、土壌の保肥力の向上効果があります。 

・土づくり資材は土壌養分の不足を解消します。 

②深耕による根域の確保（作土深 15ｃｍを目標） 

・作土層を深くすると根が深く張りフェーンや干ばつなどの気象災害を受けにくくなります。 

初期生育の促進と適期中干しの実施  ◎コシヒカリスケールの活用で適期中干し    
①播種・移植時期の適正化 

 ・早期活着と下位分げつ確保のため、適期播種により規格苗移植を徹底しましょう。 

②確実な穂肥施用と根の健全化 

 ・適正な中干し（開始時期、中干の程度、終了時期）により確実な穂肥の施用と根の活動深度、根量の

増加、根の活力維持ができます。深耕と同様、適正な中干しで根が深く張りフェーンや干ばつなどの気象

災害を受けにくくなります。 

後期栄養の維持   ◎地力の向上、穂肥の追加、適正管理による根の機能向上    
①地力の向上 

 ・「有機質施用」は地力の下支えとしての効果を期待できます。春に元肥で施用することもできますのでほ

場の状況に応じて対応しましょう。 

②穂肥の追加 

 ・確実に葉色診断を実施し、高温が予想され、出穂期頃の葉色が目安を下回る可能性がある場合は、

出穂期 3日前の追肥を検討しましょう。 

③根の機能向上 

 ・ワキの発生（強還元）、浅耕、田植え時の深植え、苗質不良では根量不足になり根の機能が低下してし

まいます。基本技術を確実に実施しましょう。 

根の機能が向上すると給水能力が高まり光合成量が増加します。ケイ酸資材の施用は根の水分吸収が

活発になることで葉面温度が上昇しにくくなり登熟が向上します。 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
いよいよ春作業が始まります。 

能登半島地震の影響も予想されますので 

作業計画、機械の点検整備、用水路 

の点検など事前準備が肝心です。 

 

担い手通信（タックス）発行元・お問い合わせ先 

ＪＡえちご上越 営農部 農業対策課（経営サポート） 
   ＴＥＬ ０２５－５２７－２０３５ 
   ＦＡＸ ０２５－５２７－２０１９ 
   Ｅメール ｊ.ｎｏｕｇｙｏｓｕｐｐｏｒｔ@ｊａ-ｅｊ.ｃｏｍ 
   ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ httpｓ://www.ja-echigojoetsu.or.jp/ 

資金繰り表をつくってみましょう 

資金繰り表とは 

 １年間の月単位で現金・預金の収入や支出をまとめ、お金の流れを集計したものです。 

農業は毎月決まった収入がないため、現金・預金が不足するなど見える化することで経営改善や借入れ

の計画などが把握できます。 

【作成方法と見かた】 

①月別の残高試算表や通帳などお金の流れがわかるものを準備します。 

②下記の表を参考に勘定科目ごと月別に集計します。 

③月ごとの収入と支出を差引くことでお金の流れを把握します。下記表では４月から８月にかけ資金が不足

するため借入れなど準備が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もしもの備えに労災保険の加入をお勧めします 

個人の農業者も労災保険特別加入制度により、一定の要件のもと 

加入できます。法人・任意組織の場合も加入できます。労災保険 

は農作業中の事故について、療養給付・休業給付補償など負傷の 

程度に応じ補償されます。 

◎年間保険料の目安（掛捨て）  

特別加入の場合、日額 3,500円～20,000円から選択します 

（日額 10,000円の場合） 

  特定農作業従事者  36,500円 ・ 指定農業機械従事者  14,600円  

特定農作業従事者は面積要件（2ha以上）、指定農業機械従事者は特定の機械での事故が補償対象

となります。法人の代表者や雇用の場合など詳しくはお問い合わせください。 


